
　　　　はい

　　　　いいえ

　　　　はい

　　　　いいえ

　　　　はい

　　　　いいえ

※下記条件以外でも確定申告が必要となる場合はございます。

　詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。

　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/01/1_06.htm

１．給与所得者の方

　●給与収入金額が2,000万円を超える方

　●給与を1か所から受けていて、かつ、各種の所得金額（給与所得、退職所得を除く）が20万円を超える方

　●給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額（給与所得、退職所得を除く）との

　　合計額が20万円を超える方

２．年金所得者の方

　●公的年金等の収入金額が400万円を超えている方

　●公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える方

３．１・２以外の方

　●営業所得や不動産所得などがあり、収入金額から必要経費を差し引いた金額の合計が所得控除の合計を超える方

４．所得税及び復興特別所得税の還付を受ける方（申告の義務はありません）

　●給与所得のある方で、医療費控除や寄附金控除など、年末調整で適用を受けていない控除がある方

　●中途退職などにより年末調整を受けていない方

　●公的年金等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていて、かつ、医療費控除や生命保険料控除などの所得控除を源泉徴収

　　所得税及び復興特別所得税が、申告する所得税額及び復興特別所得税額より多い方

　は収入に含みません。

給与以外の収入があった。

※遺族年金や障害年金、雇用保険など非課税所得

基本的には申告不要

（国民健康保険・後期高齢者医療保険制度に加入している方など、

　　　　収入がないことを申告することが必要な場合もあります。）

昨年１月１日から１２月３１日の間に

収入があった。

必要ありません。

市・道民税の申告は必要ありません。

市・道民税の申告書の提出が必要です。

申告判断フローチャート～主な収入が給与収入など（公的年金等以外）の方向け～　

＜確定申告が必要な主な方＞

市・道民税の申告書の提出は

控除内容等に変更がある

勤務先から帯広市に

給与支払報告書の提出がある。

給与支払報告書に記載されている

帯広市への申告は不要です。

（１月１日現在に居住していた市区町村へお問い合わせください。）

申告年度の１月１日現在、

税務署に所得税及び復興特別所得税の

確定申告書を提出する。

帯広市に居住していた。

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/01/1_06.htm

